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▼
特
別
障
害
者
手
当
（
国
制
度
）

▼
障
害
児
福
祉
手
当
（
国
制
度
）

▼
特
別
児
童
扶
養
手
当
（
国
制
度
）

　

い
ず
れ
も　
内
容
・
対
象　
表
１
参
照

▼
重
度
心
身
障
害
者
手
当
（
都
制
度
）

対
象 
都
内
に
居
住
（
住
民
登
録
）
し
て
お

り
、
身
体
・
知
的
・
精
神
の
２
つ
以
上
の

重
度
の
障
害
が
あ
る　

歳
未
満
の
方
で
、

６５

常
時
介
護
を
必
要
と
す
る
重
度
の
障
害
が

障
害
福
祉

障
害
福
祉

障
害
福
祉

福祉・
健康
福祉・
健康 HP

心
身
に
障
害
の
あ
る
方
な
ど
へ
手
当
や

医
療
費
を
助
成
し
ま
す

あ
る
方
※
申
請
後
、
都
心
身
障
害
者
福
祉

セ
ン
タ
ー
へ
行
か
れ
る
か
、
ま
た
は
医
師

が
出
張
し
、
判
定
お
よ
び
認
定
。
対
象
外

…
①　

歳
以
上
は
本
人
、　

歳
未
満
は
本

２０

２０

人
お
よ
び
扶
養
者
な
ど
の
所
得
が
制
限
額

以
上
（
表
３
参
照
）
②
施
設
に
入
所
し
て

い
る
③
病
院
に
３
カ
月
以
上
入
院
し
て
い

る
④　

歳
以
上
の
新
規
の
方

６５

手
当
額 
月
６
万
円

　

い
ず
れ
も
現
在
受
給
中
（
支
給
停
止
中

を
含
む
）
の
方
に
は
平
成　

年
度
現
況
届

２６

を
郵
送
し
て
い
ま
す
の
で
、
期
日
ま
で
に

提
出
を
。
未
提
出
の
場
合
、
支
給
停
止
と

な
り
ま
す
。

▼
心
身
障
害
者
（
児
）
福
祉
手
当
（
都
・

市
制
度
）

内
容
・
対
象 
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
表
２
に

該
当
す
る
方

▼
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成

　

都
で
は
、
重
度
の
心
身
障
害
が
あ
る
方

に
医
療
費
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

該
当
す
る
方
は
「
○障
 

受
給
者
証
」
の
交
付

申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
す
で
に
受
給
者
証
を
お
持
ち
の

方
に
は
、
更
新
手
続
き
の
ご
案
内
を
郵
送

し
て
い
ま
す
の
で
、
手
続
き
を
お
願
い
し

ま
す
。

対
象 
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
身
体
障
害
者

手
帳
１
・
２
級
（
心
臓
な
ど
の
内
部
障
害

は
３
級
ま
で
）、
ま
た
は
愛
の
手
帳
１
・
２

度
を
お
持
ち
の　

歳
未
満
の
方
※
対
象
外

６５

…
①
医
療
保
険
に
未
加
入
の
方
②
所
得
が

表
３
の
本
人
欄
の
所
得
制
限
額
以
上
の
方

（　

歳
未
満
は
加
入
医
療
保
険
の
世
帯
主

２０
な
ど
の
所
得
を
本
人
欄
所
得
と
比
較
）
③

生
活
保
護
受
給
者

申 
印
鑑
、
健
康
保
険
証
、
身
体
障
害
者
手

帳
ま
た
は
愛
の
手
帳
を
持
参
し
、
市
役
所

２
階
障
害
福
祉
課
へ

　

い
ず
れ
も　
問　
障
害
福
祉
課　
代
表
緯

 　

心
身
に
障
害
の
あ
る
方
や
そ
の
家
族
か

ら
の
相
談
を
受
け
る
た
め
、
市
長
か
ら
委

嘱
さ
れ
た
民
間
の
協
力
者
で
す
。
相
談
を

聞
き
、
助
言
や
指
導
を
行
い
障
害
の
あ
る

方
の
地
域
で
の
活
動
を
支
援
し
ま
す
。

　

ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

 
問 
障
害
福
祉
課　
代
表
緯

 　

平
成　

年
１
月
に
制
度
改
正
が
予
定
さ

２７

身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
相
談
員
を

紹
介
し
ま
す

身体障害者相談員
連絡先相談員氏名

緯５８３－８５０４伊藤勝昭（身体）
緯５８５－６５５２鮫島京子（内部）
思５８４－６６９３堀場照美（聴覚）

緯０８０－１０９２－３４７３
死gaina@hari-seitai.com髙島亮樹（視覚）

知的障害者相談員
連絡先相談員氏名

緯５９２－３７７５津島恭子
緯５９３－３６２６冨張理子
緯５８１－４７８１奥住みゆき

※任期は平成２８年３月３１日まで

難
病
医
療
費
等
助
成
制
度
に
つ
い
て

れ
て
い
る
た
め
、
○都
 

医
療
券
の
有
効
期
間

が
自
動
延
長
さ
れ
ま
す
。
自
動
延
長
期
間

は
平
成　

年　

月
１
日
㈬
～　

月　

日
㈬

２６

１０

１２

３１

※
自
動
延
長
さ
れ
た
医
療
券
は
９
月　

日
３０

㈫
ま
で
に
送
付
し
ま
す

対
象 
ス
モ
ン
、
人
工
透
析
を
必
要
と
す
る

腎
不
全
、
劇
症
肝
炎
、
重
症
急
性 
膵  
炎 
、

す
い 
え
ん

重
症
多
形 
滲  
出  
性  
紅  
斑 （
急
性
期
）、先
天

し
ん 
し
ゅ
つ 
せ
い 
こ
う 
は
ん

性
血
液
凝
固
因
子
欠
乏
症
な
ど
以
外
の
全

て
の
疾
病

問 
障
害
福
祉
課　
代
表
緯

  
日
時
・
会
場 
８
月
４
日
㈪
・　

日
㈪
…
生
活
・

２５

健
康
診
査
・
検
診

予
防
接
種

健
康
診
査
・
検
診

予
防
接
種

健
康
診
査
・
検
診

予
防
接
種

福祉・
健康
福祉・
健康 HP

Ｂ
Ｃ
Ｇ
予
防
接
種

保
健
セ
ン
タ
ー
、　

日
㈭
…
福
祉
支
援
セ

２１

ン
タ
ー
い
ず
れ
も
午
前
９
時　

分
～　

時

３０

１１

対
象 
Ｂ
Ｃ
Ｇ
接
種
を
一
度
も
受
け
て
い
な

い
生
後
１
歳
未
満
※
標
準
的
な
接
種
期
間

は
生
後
５
～
８
カ
月
未
満

持
ち
物 
母
子
健
康
手
帳
、
予
診
票（
予
診
票

を
お
持
ち
で
な
い
方
は
会
場
で
記
入
を
）

そ
の
他 
①
冊
子
「
予
防
接
種
と
子
ど
も
の

健
康
」
を
お
読
み
に
な
り
、
予
防
接
種
や

副
反
応
に
つ
い
て
理
解
し
た
上
で
ご
来
場

を
②
接
種
部
位
に
紫
外
線
が
当
た
ら
な
い

よ
う
長
袖
服
の
ご
準
備
を
③
麻
し
ん
な
ど

の
感
染
性
疾
患
の
完
治
か
ら
１
カ
月
以
上

経
過
し
て
い
な
い
お
子
さ
ん
は
受
け
ら
れ

な
い
場
合
あ
り
④
副
腎
皮
質
ホ
ル
モ
ン
剤

（
ス
テ
ロ
イ
ド
薬
）
を
使
用
し
て
い
る
場

合
は
、
事
前
に
相
談
を

問 
健
康
課
（
緯　

・
４
１
１
１
）

５８１

 
日
時 
８
月
の
毎
週
水
曜
・
金
曜
日
午
後
１

時　

分
・　

分
、
２
時　

分
か
ら

３０

５５

２０

※　

日
・　

日
を
除
く

１３

１５

会
場 
生
活
・
保
健
セ
ン
タ
ー

内
容 
歯
科
医
師
に
よ
る
健
診
、相
談
、指
導

対
象 
１
歳
６
カ
月
～
４
歳
の
誕
生
月
の
乳

幼
児

定
員 
各
回
９
人

そ
の
他 
む
し
歯
が
あ
る
場
合
は
、
医
療
機

関
で
の
治
療
を

申 
電
話

問 
健
康
課
（
緯　

・
４
１
１
１
）

５８１

乳
幼
児
無
料
歯
科
相
談

　８月は個人事業税第１
期分の納期です。９月１
日㈪までにお納めくださ
い。

問　東京都八王子都税事
務所（緯０４２害６４４害１１１１）

表１
支給回数手当の受給（申請）ができる方支給月額手当名

年４回

２０歳以上の方で、以下の程度の障害のある方（手帳の等級な
どは目安です）
・身体障害者手帳１・２級程度（内部障害は絶対安静で生活
全般に全て介護が必要な方）

・愛の手帳１・２度程度
・上記と同等の疾病､精神障害のある方
※施設などに入所している方、病院または診療所に３カ月以
上入院している方を除く

２６,０００円
特別障
害者手
当

２０歳未満の方で、以下の程度の障害のある方（手帳の等級な
どは目安です）
・身体障害者手帳１・２級程度
・愛の手帳１・２度程度
・上記と同等の疾病､精神障害のある方
※施設などに入所している方、障害を支給事由とする給付
（障害年金など）を受けている方を除く

１４,１４０円
障害児
福祉手
当

年３回

次のいずれかの障害のある２０歳未満の児童を扶養している父
母または養育者
・身体障害者手帳１～３級程度。４級は下肢の一部
・愛の手帳１～３度程度
・上記と同等の疾病､発達障害または精神障害のある方
※養育している障害児が施設などに入所している、または障
害を支給事由とする給付（障害年金など）を受給している
場合を除く

重度
４９,９００円

中度
３３,２３０円

特別児
童扶養
手当

※受給者（申請者）の所得や、配偶者・扶養義務者の所得が表３の額以上であるときは支
給されません

※上記のいずれの手当も原則として所定の「診断書」による判定が必要です

表２
支給回数手当の受給（申請）ができる方支給月額手当名

年３回

２０歳以上で身体障害者手帳１・２級の方、愛の手帳
１～３度の方、進行性筋萎縮症・脳性まひの方

都制度
１５,５００円

心身障
害 者
（児）
福祉手
当

主に２０歳未満で身体障害者手帳１・２級の方、愛の
手帳１～３度の方、進行性筋萎縮症・脳性まひの方、
その他都制度非該当の方

１２,０００円　　

市
制
度

身体障害者手帳３・４級の方、愛の手帳４度の方８,０００円　　
都発行の難病医療券をお持ちの方
※B型C型肝炎、小児慢性疾患、小児精神病を除く１０,０００円　　

身体障害者手帳１～４級と愛の手帳１～４度両方お
持ちの方３,０００円加算

※施設などに入所している方、新規で６５歳以上の方は受給（申請）ができません。詳細は
お問い合わせを

※受給者本人の所得が表３（本人）の額以上であるときは支給できません

表３　所得制限額（控除後） （単位：円）

特別児童扶養手当
特別障害者・障害児福祉手当、重度心
身障害者手当、心身障害者（児）福
祉手当、心身障害者医療費助成扶養人数

配偶者および
扶養義務者本人配偶者および

扶養義務者本人

６,２８７,０００４,５９６,０００６,２８７,０００３,６０４,００００人
６,５３６,０００４,９７６,０００６,５３６,０００３,９８４,０００１人
６,７４９,０００５,３５６,０００６,７４９,０００４,３６４,０００２人
６,９６２,０００５,７３６,０００６,９６２,０００４,７４４,０００３人
７,１７５,０００６,１１６,０００７,１７５,０００５,１２４,０００４人
７,３８８,０００６,４９６,０００７,３８８,０００５,５０４,０００５人
　２１３,０００　３８０,０００　２１３,０００　３８０,０００１人増ごとに

※重度心身障害者手当の所得は、左の本人欄のみで判定。２０歳未満は扶養者や同居人の所
得で、２０歳以上は本人の所得で左の本人欄を使用して判定します。所得超過の場合は、
申請できません

※心身障害者医療費助成は左の本人欄のみで判定。２０歳以上は本人の所得、２０歳未満は加
入医療保険の被保険者（世帯主）の所得。所得超過の場合は申請できません

市役所　代表緯 585−1111
死soudan@city.hino.lg.jp●9

市ホームページで広報ひの
に関するアンケート欄を設
けています。ご意見をお寄
せください。

母子保健健康通信 ※会場は生活・保健センター
２日間で１クール①９／１㈪②８㈪１４：００～１６：００
妊娠・出産・育児について

保 
健

ママ・パパクラス
（両親学級）
対象は妊婦（おおむ
ね１６～２７週）とパー
トナーなど。予約制。

８月はありません、９／２５昭１０：００～１１：３０
すこやかな出産のための栄養の話、試食など

栄 
養
８月はありません、９／１８昭９：００～１１：３０
歯科健診、口の中の衛生について

歯 
科
８／２３松または９／２１掌１０：００～１２：００
赤ちゃんのお風呂の入れ方

沐 
浴
３～４カ月児、１歳６カ月児、３歳児
通知した日時に来場を健 康 診 査

８／８晶または２０昌１０：００～１１：３０
おおむね平成２６年３月生まれの乳児と保護者

初 
期

離乳食教室

８／７昭または２２晶１０：００～１１：３０
おおむね平成２６年１月生まれの乳児と保護者

中 
期
８／２１昭１０：００～１１：３０
おおむね平成２５年１１月生まれの乳児と保護者

後 
期
８／２６昇１０：００～１１：３０
おおむね平成２５年８月生まれの乳児と保護者

完
了
期

※市ホームページから電子申請で健康課（緯５８１－４１１１）へ申し込み
※転入された方へ…妊婦、３～４カ月児、６・９カ月児、１歳６カ月児、３歳児の健
康診査を受けていない方は健康課（緯５８１－４１１１）へご相談を

申
し
込
み
不
要
・
直
接
会
場
へ

８／４捷
あさひがおか児童館（緯５８３－４３４６）

すくすくクラブ
（歌や手遊び、
　お友達づくり）
対象は３～１２カ月
児と保護者。時間
はいずれも１０：３０～
１１：３０

８／５昇
まんがんじ児童館（緯５８３－３３０９）

※すくすくクラブの問い合わせは各児童館へ

栄養・歯科・沐浴のみの
選択も可能です（栄養・
歯科は、１６週以前の受
講もできます）。

健やかな聴覚を目指して
　難聴や耳鳴による「聴覚障害に伴う生活の質の低下」
を、年齢のせいと諦めていませんか。
　聴力低下の原因や程度、それに対する対応法は個人に
より異なるため、その方の聴力に適した対応を実践して
いくことが重要です。
　近年、脳の適応能力を活用し、十分な音を入力するこ
とによって聴覚を改善させていく聴覚リハビリテーショ
ンという考え方が用いられるようになりました。
　聴覚障害の克服には難聴に対する理解とリハビリテー
ションが必要不可欠です。今回の講演では聴覚障害とそ
の対応法について分かりやすく解説します。
日時 ９/６㈯１０：００～１１：３０（予定）
会場 市立病院３階講堂
講師 稲垣洋三氏（市立病院耳鼻咽喉科
主任医員）

定員 １００人※申込多数の場合は抽選
申 ８/１２㈫（必着）までに往復はがき
で（１人１枚）。往信用裏面に住所、
氏名（ふりがな）、電話番号を、返信用表面に住所、
氏名を記入

問 〒１９１害００６２多摩平４害３害１市立病院総務課（緯５８１
－２６７７）

市民公開講座市立病院


